
第六次千葉県障害者計画の策定について 

 

平成２７年３月に策定した第五次千葉県障害者計画は、２９年度に計画期間が 

終了するため、来年度には次期計画の策定期を迎える。 

次期計画については、障害者基本法に基づく国の新たな障害者基本計画（第四次、

内閣府）や、障害者総合支援法に基づく基本指針（第５期、厚生労働省）に即し   

つつ、県の総合計画との連携や県行政全体との整合を図りながら策定する。 

また、平成２８年６月の障害者総合支援法の改正（３０年４月施行（一部を除く））

により策定することとされた「障害児福祉計画」及び、６月に公布・施行された  

「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」で障害者計画において定めること

とされた「手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の養成その他  

手話等の普及の促進に必要な施策」を含むものを策定する。 

 

（国県の計画の状況） 

 
（主なスケジュール） 

年度 月 項目 

２８ １０月～３月 

 

・関係団体等ヒアリング（～２月） 

・本部会、専門部会委員 選定 

２９ ４月～７月 

 

・本部会、専門部会委員就任（４月） 

・施策推進協議会、本部会、専門部会の開催（～３月） 

・骨子案とりまとめ 

 ８月～１０月 ・素案審議 

 １１月～１２月 ・障害者計画フォーラム 

 １月～３月 

 

・パブリックコメント ・計画案とりまとめ 

・施策推進協議会へ計画案を諮問、答申 

・計画決定 

 

資料４ 



１．基本指針見直しの主なポイント(第81回部会（ 10月19日）資料より）
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・地域生活支援拠点等の整備を一層進める。
・基幹相談支援センターの有効活用や設置を促進する。

（１）地域における生活の維持及び継続の推進

・精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができる
よう、精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すことを政策理
念として明確にする。

（２）精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築

・就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支
援を行うサービス（就労定着支援）が創設されることを踏まえ、職場定着率を成
果目標に追加する。

（３）就労定着に向けた支援

・児童発達支援センターを中心とした地域支援体制を構築する。
・ライフステージに応じた切れ目の無い支援と保健、医療、福祉、保育、教育、
就労支援等と連携した支援を提供する体制の構築を図る。

（４）障害児のサービス提供体制の計画的な構築

・高齢者、障害者、児童等の福祉サービスについて、相互に又は一体的に利用
しやすくなる仕組みを作っていく方向性を盛り込む。
・住民団体等によるインフォーマル活動への支援等、地域づくりを地域住民が
「我が事」として主体的に取り組む仕組みを作っていく方向性を盛り込む。

（５）「地域共生社会」の実現に向けた取組

・地域の実情に応じた体制整備を計画的に図るため、発達障害者支援地域協
議会設置の重要性を盛り込む。
・可能な限り身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をする
ことの重要性を盛り込む。

（６）発達障害者支援の一層の充実

・障害を理由とする差別の解消の推進（資料２-３-２） ・障害者虐待の防止、養護者に対する支援（資料２-３-３） ・難病患者への一層の周知（資料２-３-５）
・意思決定支援及び成年後見制度の利用促進の在り方（資料２-３-７） ・情報公表制度による質の向上（資料２-３-８）
・利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実（資料２-３-９） ・障害福祉人材の確保（資料２-３-１０）

○成果目標①「施設入所者の地域生活への移行」へ反映(資料２-２)
○成果目標③「地域生活支援拠点等の整備」へ反映（資料２-２）
○地域生活支援拠点に求められる機能等について追記（資料２-２）
○基幹相談支援センターの更なる設置促進や主任相談支援専門員
の確保について追記（資料２-３-６） など

２．基本指針への主な反映

３．その他の基本指針見直しポイント

○発達障害者支援地域協議会の設置の重要性等について追記（資
料２－３-４）
○活動指標に、発達障害者地域支援協議会の開催回数等を追加
（資料２-２、資料２-３-４） など

○成果目標②「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」へ反
映（資料２-２） など

○成果目標④「福祉施設から一般就労への移行」へ反映(資料２-２)
など

○成果目標⑤「障害児支援の提供体制の整備等」へ反映(資料２-２)
○保健・医療・教育・就労支援等の関係機関との連携等について記
載（資料２-２） など

○地域住民が主体的に地域作りに取組むための仕組み作りや、制度
の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保、専門的な支援を要する者
に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的かつ
総合的な支援体制の構築の重要性等について追記(資料２-３-１)
など



○ 就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援）の利用を経て一般就労へ移
行した者の数については、平成27年度実績で平成24年度実績の約1.7倍（14,176人）となっている。

○ 平成25年度から平成27年度の移行者数の年平均増加数（約1,900人）から推計すると、平成29年度におい
ては、第４期障害福祉計画の基本指針の成果目標である「平成24年度実績の２倍の一般就労への移行者の達
成」をおおよそ満たすことが見込まれる。

就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数に関する目標について

就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数に関する現状について

目標値
第１～２期

（平成18～23年度）
第３期

（平成24～26年度）
第４期

（平成27～29年度）
第５期

（平成30～32年度）

基本指針
平成17年度の一般就労への移
行実績の４倍以上

平成17年度の一般就労への移行
実績の４倍以上

平成24年度の一般就労への移
行実績の２倍以上

平成28年度の一般就労への移
行実績の１．５倍以上

都道府県
障害福祉計画

４倍 ４．２倍 ２倍 ―

○ 第５期障害福祉計画の基本指針においては、今般の傾向等（平成25年度から平成27年度にかけての一般就
労への移行者数の平均増加数の実績（約1,900人））を踏まえつつ、以下のような成果目標としてはどうか。

【成果目標（案）】
平成32年度末までに平成28年度実績の1.5倍以上の一般就労への移行実績を達成することを基本とす
る。ただし、各市町村及び都道府県において、現在の障害福祉計画で定めた平成29年度末までの移行実績が達成されないと見込まれる場合は、新し

い計画を定める際には、平成29年度末時点で未達成と見込まれる人数を加味して成果目標を設定するものとする。

成果目標（案）
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（参考）基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値



○ 就労移行支援事業の利用者数については、第４期障害福祉計画の基本指針において、平成29年度末における
利用者数を平成25年度末の利用者数（27,840人）の1.6倍以上とする成果目標を掲げているが、平成27年度末
の利用者数は、平成25年度末における利用者数の1.1倍（31,183人）に留まっている。

○ 他の障害福祉サービス（就労継続支援等）から就労移行支援へ移行する者は少数に留まっている。

○ 平成25年度から平成27年度の利用者数の平均増加率が約５％であることから推計すると、平成29年度では、
目標である平成25年度末の利用者数の1.6倍以上（42,540人）の利用者数を達成することは困難と考えられる。

就労移行支援の利用者数に関する目標について
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就労移行支援の利用者数に関する現状について

○ 第５期障害福祉計画の基本指針においては、今般の傾向を踏まえ、平成25年度から平成27年度にかけての
就労移行支援事業の利用者の平均増加率である約５％を基に、以下のような成果目標としてはどうか。

【成果目標（案）】
福祉施設から一般就労への移行の推進のため、平成32年度末における利用者数（サービス等利用

計画案を踏まえて、アセスメント期間（暫定支給決定期間）を設定し、 利用者の最終的な意向確認の
上、就労移行支援の利用が適していると判断された者）が、平成28年度末における利用者数の２割以
上増加することを目指す。ただし、各市町村及び都道府県において、現在の障害福祉計画で定めた平成29年度末までの利用者数の割合

の実績が達成されないと見込まれる場合は、新しい計画を定める際には、平成29年度末時点で未達成と見込まれる人数を加味して成果目標を設定す

るものとする。

成果目標（案）

目標値
第１～２期

（平成18～23年度）
第３期

（平成24～26年度）
第４期

（平成27～29年度）
第５期

（平成30～32年度）

基本指針
福祉施設利用者のうち２割以上
が就労移行支援事業を利用

福祉施設利用者のうち２割以上が就
労移行支援事業を利用

就労移行支援事業の利用者数が
平成25年度末における利用者数
の６割以上増加

就労移行支援事業の利用者数が
平成28年度末における利用者数
の２割以上増加

都道府県
障害福祉計画

７．５％ ８．１％ １．６倍 ―

（注）福祉施設･･･生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援事業所

（参考）基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値



○ 第４期障害福祉計画の基本指針においては、福祉施設を利用している障害者等の一般就労への移行を推進
するため、就労移行支援事業所のうち、就労移行率（※）が３割以上の事業所を、全体の５割以上とすることを目
指すという成果目標を設定した。

○ しかし、近年は、就労移行率が３割以上である就労移行支援事業所の割合の増加率は停滞している状況にあ
る。（平成25年度：33.1％ 平成26年度：33.1％ 平成27年度：37.6％。）

※ 「就労移行率」とは、ある年度の４月１日時点の就労移行支援事業の利用者数のうち、当該年度中に一般就労へ移行した者の割合を指す。

就労移行支援の事業所ごとの移行率に関する目標について

就労移行支援の利用者数に関する現状について

○ 第５期障害福祉計画の基本指針の成果目標においては、近年、就労移行率が３割以上である就労移行支援
事業所の割合の増加率が停滞していることに鑑み、第４期障害福祉計画の基本指針での目標値を維持し、以下
のような成果目標としてはどうか。

【成果目標（案）】
就労移行率が３割以上である就労移行支援事業所を、平成32年度末までに全体の５割以上とするこ
とを目指す。

成果目標（案）

目標値
第１～２期

（平成18～23年度）
第３期

（平成24～26年度）
第４期

（平成27～29年度）
第５期

（平成30～32年度）

基本指針 － －
就労移行率が３割以上の就労
移行支援事業所を全体の５割
以上

就労移行率が３割以上の就労
移行支援事業所を全体の５割
以上

都道府県
障害福祉計画

－ － ５０．２％ －
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（参考）基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値



〇 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行する障害者が増加している中で、今後、在職障害者の就労に伴
う生活上の支援ニーズは多様化・増加していくものと考えられる。そこで、今般の障害者総合支援法の改正によ
り、障害者就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、新たな障害福祉サービスとして、就労定着支援が創設
されたところ。

就労定着支援による職場定着率に関する目標について

６か月後定着率 １年後定着率

平成２６年度 ８３．９％ ７５．５％

平成２７年度 ８４．４％ ７６．５％

（参考）障害者就業・生活支援センター 就職者の職場定着率

14

就労定着支援の創設について

〇 第５期障害福祉計画の基本指針においては、障害者の就労定着を推進するため、就労定着支援事業の定
着率に関する成果目標を設定することとしてはどうか。また、障害者就業・生活支援センターを利用して就職し
た者の就職後１年経過時点の職場定着率を参考に、以下の数値目標を設定してはどうか。

【成果目標（案）】
各年度における就労定着支援による支援開始１年後の職場定着率を８０％とすることを基本とする。

※ また、同事業の効果を検討するため、今後、長期的な定着率も集計することも検討。

成果目標（案）

（注１）障害者就業・生活支援センターの支援対象者は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者
（注２）就労定着支援の支援対象者は、就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者を想定


